
自社の融資は対象資金？ 補助対象融資の見分け方
例年、対象外の資金融資が数多く申請されています。申請前に補助対象資金かどうか下記のとおりご確認ください。
確認方法① 融資実行時に発行された書面で確認 確認方法② 借入金融機関の担当者に確認する

●民間金融機関から借り入れた場合は、「保証決定のお知らせ」や「信用保証書」で確認できます。
※保証協会付きではない場合は、金融機関担当者にご確認ください

(松戸市中小企業振興資金利子補給制度)

事業資金・運転

事業資金・設備

小規模（小零）

小規模（無担保

※創業資金 割引 ※創業資金SSS割引

※創業創業等サ ※創業創業関連サ

※創業資金（経験 ※創業資金（資格

「※」のついた資金は特定創業支援等事業の
証明書の交付を受けた方のみが対象となります。

挑戦新事一般

挑戦新事５０Ｍ

挑戦新事その他

挑戦新事（商店街

経営力強化資金

県・経営力強化資金 一

事業承継資金 事業承継（特定

事業承継（準備 事業承継（特準

SDGs支援 SDGs支援キ

県承継特別前 県承継特別前C

県承継特別後 県承継特別後C

事業継続強化

補助対象外
の一例

サポート（小零 新コロ4号補無

サポート短期 新コロ5号補無

サポ短ABL 新コロ危機補

ダッシュN セーフ（認定

スパートN セーフ（5号
ささえあいちば セーフ・危機

ささえあい＋

新コロ4号
新コロ4号無保

新コロ危機

新コロ危機無保

新コロ5号小個

新コロ5号
新コロ5号無保

新コロ5半
新コロ5半無保

経営安定関連

県・経営力強化資金
５

危機関連

・・・その他有り    



補助対象融資の見分け方
●日本政策金融公庫で借入れたマル経またはコロナマル経の場合は「返済予定表」で確認できます。 

種別が「経営改善貸付」または「コロナマ
ル経」のみが補助対象となります。
ただし、国の特別利子補給金（3年間分前渡しの利子
補給金）の受給対象の場合、松戸市の利子補給金は対
象となりません。

●日本政策金融公庫で借入れた 創業関連資金 は、松戸市の特定創業支援等事業の証明書の発
行を受けた方のみが対象です。対象になるか不明な場合、松戸市商工振興課（047-711-6377）へ
お問合せください。
※ 創業関連資金 の場合、種別は、「特別貸付」や「衛生貸付」、「生活衛生貸付」など対象
になる項目が複数ございます。


●日本政策金融公庫で借入れたマル経またはコロナマル経の場合は「返済予定表」で確認できます。
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